
①　[ 市立幼保施設の再編について ]

　本市では、増加・多様化する教育・保育ニーズに的確に対応していくため、少子化及び厳しい財政

状況下においても、安定的・継続的に質の高い教育・保育を提供していくことをめざしています。

　その取組の中核を担うものとして、「奈良市幼保再編計画【令和4年度修正版】」に基づき、民間

活力を最大限に活用（いわゆる民間移管）することを中心に市立幼保施設の統合再編の取組を進め、

適切な集団規模の中で等しく教育・保育を受けることができる就学前児童のよりよい教育・保育環境

の整備を積極的に進めています。

②　[ 今回公表分について ]

　今回の公表は、分園方式（乳児・幼児棟）の朱雀こども園の施設統合による民間移管となります。

これにより、当地域における就学前児童の教育・保育環境において、これまで築き上げてきた市立園

の教育・保育を受け継ぐとともに、民間活力を最大限活用し、市直営では迅速な実現が難しい園独自

の保育ニーズに対応するため、私立幼保連携型認定こども園の設置に向けた取組を進めてまいります。

表記について

③　[ 今後の取組について ]

　今後は、移管先法人の選定に向けた取組を進めます。民間移管後は、施設整備により幼児棟へ機能

を集約する予定であり、それまでの間は分園方式による運営を継続します。

　朱雀こども園の円滑な移管に向け、必要な準備を段階的に進めてまいります。
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[ 対象 ]

2号 保育を必要とする3歳以上の子ども

１号 教育を希望する3歳以上の子ども

3号 保育を必要とする3歳未満の子ども
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▶ 現朱雀こども園幼児棟敷地を活用

　　し、民間移管により私立幼保連携型

　　認定こども園へ移行する
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